
 

令和７年度「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」 

 

平日夜間・休日業務委託契約公募型プロポーザル募集要項 
 
 

第１ 趣旨 

令和７年度における平日夜間・休日の「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」業務（以下

「業務」という。）を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定する方法

等について、必要な事項を定める。 

 

第２ 事業の概要 

１  事業名  令和７年度「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」平日夜間・休日業務委託 

２  業務委託内容 

 (1)  業務委託時間 

・平日  （月曜日～金曜日）  17：00～24：00、 0：00～９：00 

・休日  （土・日、祝日、年末年始 12 月 29 日～１月３日） 0：00～24：00 

 (2) 電話相談業務および報告業務 

 (3) 緊急対応が必要な相談内容の連絡業務 

 (4) その他必要と認められる業務 

３  履行期間     令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

４  業務場所 

電話相談受付場所は受託者が設置する。 

５  相談対象電話番号 

０１２０－０７８３１０（全国統一２４時間子供ＳＯＳダイヤル） 

６  業務引継ぎ期間 

委託契約締結後から業務委託開始までの間を引継ぎ期間 （契約終結後から３月末

日まで）とする。なお、業務引継ぎに関する費用は、受託者の負担とする。 

７  限度額 

4,818,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。  

８ 留意事項 

令和７年第１回大分県議会定例会において、本業務に係る予算案が可決・成立し

ない場合は、当該業務の執行は行わない。また、上記に伴い、当該プロポーサル参

加者又は受託候補者において損害が生じた場合であっても、県においては、その損

害について一切負担しないこと。 

 

第３ 担当課 

〒870-8503 大分市府内町３丁目１０番１号 県庁舎別館６階 

大分県教育庁 学校安全・安心支援課  担当：大村（英）・神田 

電話 ０９７（５０６）５５７５ FAX ０９７（５０６）１８００ 

E-mail a31450@pref.oita.lg.jp 

 



第４ 募集及び選定スケジュール 

公募開始             令和７年１月２１日（火） 

質問受付締切           同  年１月２８日（火）17 時まで 

参加申請及び応募書類の提出期限  同  年２月 ３日（月）17 時まで 

企画提案会・審査委員会の開催   同  年２月１３日（木） 

審査結果の通知          同  年２月２０日（木） 

契約締結予定日          同  年４月 １日（火）  

 

第５ 応募者の参加資格要件 

応募しようとする者は、次の要件を全て満たしていなければならない。 

１ 法人格を有する団体であって、受託業務について十分な業務遂行能力を有し、

適正な経理執行体制を有すること。 

２ 書類の提出期限において、現に大分県の指名停止の措置を受けている者でない

こと。 

３ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

４ 特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対す

ることを目的とする者ではないこと。 

５ 次のアからウまでの項目のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

する者 

イ 営業に関し、許可等を必要とする場合において、これを得ていない者 

ウ 経営者等（法人にあっては役員、支配人又は営業所の代表者、個人にあって

はその者又は支配人若しくは営業所の代表者をいう。）が暴力団関係者（暴

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力

団員と交わりを持つ者又は暴力団員若しくは暴力団員が経営を支配し若しく

は利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。）である

者 

６ 大分県の競争入札参加者資格を有する場合においては、応募書類の提出日から

契約の締結までに、大分県から指名停止を受けていない者であること。 

７ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法に基づき更生手続き

開始又は再生手続き（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であ

ること。ただし、手続きの決定後に、入札に参加することに支障がないと認めら

れた者はこの限りでない。 

８ 本業務の遂行にあたり、申請者からの要望や県との協議に応じ迅速かつ円滑に

対応ができること 

 

第６ 応募手続き 

１ 募集の実施 

大分県教育委員会ホームページに当該募集要項等を掲載・公表して募集を行う。

２ 質問の受付・回答 

(1) 質問しようとする者は、質問書（様式２）に必要事項を簡潔にまとめ記載し、



担当課（大分県教育庁学校安全・安心支援課）あてに電子メール又はファックス

にて提出する。 

(2) 質問の受付期間は、令和７年１月２１日（火）から１月２８日（火）１７時ま

でとする。 

(3) 質問に対する回答は、令和７年１月３０日（木）１７時までに電子メール又は

ファックスにて回答する。 

３ 応募書類の受付 

応募者は、次のとおり応募書類を提出するものとする。なお、必要書類の添付、

部数を確認できなければ受理しない。 

(1) 受付期間 

令和７年１月２１日（火）から２月３日（月）１７時まで 

(2) 提出先及び提出方法 

担当課あて持参又は郵送すること。 

（郵送の場合は、令和７年２月３日（月）１７時必着のこと。） 

(3) 応募書類及び提出部数 

以下のア及びウ～カを各１部、イを５部提出すること。なお、イの企画提案書 

の様式は任意とする。 

ア 公募型プロポーザル参加申込書 （様式１） 

イ 企画提案書 

ウ 損害賠償を確実に担保できることを証明する書類（保険の加入証の写しな

ど） 

エ 他の施設等で相談業務実績を有していることを証明する書類（契約書の写し

など、ただし契約期間中のものは実績に入れないこと） 

オ 会社の概要がわかるパンフレット 

カ 誓約書（様式３） 

(4) 応募に当たっての留意事項 

ア 失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

(ア) 提出期限を過ぎて応募書類が提出された場合 

(イ) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

(ウ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(エ) 本募集要項に違反すると認められる場合 

(オ) その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

イ 提案内容について 

提案内容は、仕様書等の内容を踏まえ、企画提案書に基づいた実施可能なも

のとする。 

ウ 著作権・特許権 

(ア) 応募書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権

その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている

事業手法、維持管理手法等を用いた結果、生じた事業に係る責任は全て応募

者が負うものとする。 

(イ) 応募書類の内容に含まれる著作物の著作権は、応募者に属することとす 



る。 

エ 複数提案の禁止 

１社当たり１件の企画を限度とし、複数の提案は認めないこと。 

オ 応募書類等の変更の禁止 

提出期限後の提出書類の変更、差し替え、若しくは再提出は認めない。（誤

字・脱字等軽微なものを除く。） なお、採用の有無にかかわらず、提出書類

は返却しない。 

カ 費用負担 

応募書類の作成及び提出等に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

キ その他 

(ア) 参加者は、応募書類の提出をもって募集要項の記載内容に同意したもの

とする。 

(イ) 参加者が共同体で申し込む場合は、共同体を構成する法人等が委託業務

の遂行上果たす役割をそれぞれ明らかにするとともに、必ず代表法人等が

応募手続きを行うとともに、対応窓口となること。 

(ウ) 提出された応募書類は、大分県情報公開条例（平成１２年条例第４７号）

に基づく情報公開請求の対象となること。 

(エ) 応募書類の提出後、辞退する場合は、参加辞退届（別紙４）により令和

７年２月７日(金)１７時までに、担当課に持参又は郵送、電子メールによ

り申し出ること。 

 

第７ 提案競技審査会 

 １ 日時 

       令和７年２月１３日（木） １３時３０分～ 

                 ※提案各社の時間については別途連絡する。 

 ２ 場所 

Ｗｅｂ会議ツール（Ｚｏｏｍ）により実施 

※ＺｏｏｍのＩＤ、パスコードについては、別途連絡する。 

 

 ３ 提案方法 

   １社につき持ち時間２０分とし、企画書についての説明を行う。 

 

第８ 受託者の選定方法 

１ 受託者の選定方法 

受託希望者から企画提案を受ける公募型プロポーザル方式により行う。 

書類審査及びプレゼンテーション・ヒアリング審査を実施し、「２４時間子供Ｓ

ＯＳダイヤル」平日夜間・休日業務提案競技審査委員会（以下「審査委員会」とい

う。）が最優秀提案者を受託候補者として決定する。 

２ 選定基準及び評価基準・配点 

 (1) 選定基準 

業務実施内容、運営能力等を審査委員会において審査し、総合的に最も優れた

業務運営能力を有すると認められる者を受託候補者として選定する。 



 (2) 評価基準・配点（合計１００点） 

ア 相談体制（計２０点） 

(ア) 常時２人以上の相談員が待機をしており、相談電話の取り逃がしがない 

こと（１０点） 

(イ) 緊急性を伴う深刻な相談電話に対して、モニタリングを行うなどして対 

  応できる管理者がいること（１０点） 

イ  相談の質（計１５点）    

(ア) 相談員は、公認心理師等心理学専門の資格を有しているとともに、相談 

者に対して、傾聴、適切な助言、カウンセリング等の専門的スキルがあるこ

と（１０点） 

(イ) 児童生徒の相談対応実績があり、定期的に相談者の研修ができていること 

（５点） 

ウ 報告体制（計３０点） 

(ア) 相談内容を的確に把握し、報告できる体制ができていること（１０点） 

（イ）自死予告、自傷行為等相談者の生命に関わる緊急事態に対しては、警察 

等との連携がとれるとともに、学校安全・安心支援課担当指導主事等に速や 

かに緊急連絡ができること（１０点） 

（ウ）日報、月報の定時報告体制ができていること（１０点） 

エ 情報管理体制（計２０点） 

（ア）対応時における相談者の個人情報や相談内容のセキュリティー環境が確 

保されていること（１０点） 

（イ）相談情報の管理等が適切に行われていること（５点） 

（ウ）学校安全・安心支援課への報告の際のセキュリティーが適切に管理され 

ていること（５点） 

オ その他（計１５点） 

（ア）会社の規模、実績、社会的信用性が担保されていること（５点） 

（イ）本事業について、学校安全・安心支援課と連絡調整が適切に行えること 

（１０点） 

 

第９ 結果通知 

審査の結果については文書にて通知する。 

 

第 10  契約の事務手続き等 

１ 契約の締結 

原則として、最優秀提案者として選定された者と企画提案書及び仕様書等の内容

を確認し、契約締結の協議を行う。当該協議が不調のときは、順位付けを行った上

位の者から順に契約締結の協議を行う。 

２ 契約保証金 

大分県契約事務規則第５条第３項第９号の規定により免除とする。 

３ 委託料の支払 

毎月の業務が終了した後に、受託者から提出された仕様書等で定める報告書等に

基づき、確認を行い、請求書を受理した日から３０日以内に契約書に定めた月々の



委託料を支払う。 

 

第 11  その他 

  業務の円滑な移行のため、契約締結後、業務引継ぎ期間中に、試験相談電話によ

り業務の状況および報告書等の確認をする場合がある（事前の連絡をした上で、数

回の相談電話と対応の状況および報告について確認する）。 


